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王 子 労 基 協 会 報        

      （公社）東 基 連 王 子 労 働 基 準 協 会 支 部           

        〒１１４－００２２  北区王子本町１－２２－３ 王子工業会館内  

             ＴＥＬ ０３－５９２４－３０４７  ＦＡＸ ０３－５９２４－３０４８ 

 

   

      （浮世絵に描かれる北区）   赤 羽 の 雪     （伊藤孝之 1933年） 

     表紙の浮世絵は雪景色の荒川の夜景を描いています。屋根の上に看板が掲げられた家屋には煌々と明か 

  りが灯り、舞い落ちる雪の白さと川面の青の対比も美しく、画面には情感豊かな世界が広がっています。 

 作者の伊藤孝之は大正１２年京都高等工芸学校に入学、油彩、日本画を学び、戦前、戦後を通じて版画 

制作を行っています。（北区飛鳥山博物館所蔵） 
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今年度より王子労働基準協会支部安全部会長に着任いたしました岡本と申します、よろしくお 

願い致します。  

さて、新型コロナウイルス感染症が世界にもたらした影響について少し述べさせていただきま

す。新型コロナウイルスは世界秩序やグローバル経済の枠組みだけでなく、働き方、人と人との

関わり、生活、価値観までをも変えてしまうほど大きなインパクトを与えました。一方で、テレ

ワークの急速な拡大に見られるように、社会や生活、仕事等、さまざまな場面へのデジタルテク

ノロジーの活用を急激に進めざるを得ない事態も招きました。人と人との接触や移動の制限が続

くなかで、企業経営や事業運営、そしてサプライチェーンに対する影響も大きく、新たな課題も

顕在化しているのが昨今の状況です。 

デジタルツールの導入が一気に進む中、AI、クラウド、等、専門知識を持った人材の需要が多

くなっているのに対し、供給が間に合わないという、いわゆる人材不足に陥る職場が多い現状が

あります。人材確保やスキル取得への対応、デジタルへの考え方や企業文化の見直しは急務とい

えるでしょう。 

コロナ禍で加速した働き方改革により、新しいデジタルツールの導入も加速しています。それ

に伴う ITポリシーの変更や社員の ITリテラシー（読解力）の向上が求められる中、対策を怠る

と、サイバー攻撃や情報漏えい等の問題が生じる可能性があります。急激な働き方改革の加速に

より、個人のデバイスやアプリケーションの使用を余儀なくされているケースも多く、セキュリ

ティの脆弱性に対する危機感も高まっています。テレワークに対応した IT セキュリティの強化

も急務となるでしょう。 

従業員の生産性やパフォーマンスレベルは、精神面も含めた健康状態と相関関係があります。

つまり新しい働き方によりこれまでにはなかった危険も想定しなければいけない状況となって

いるわけです。安全や健康は職場環境や職場文化に大きく影響されるものであり、環境が変われ

ばそこにまた新しい安全の概念が生まれてくるのは自然なことです。今後は、「新しい生活様式」

「新しい働き方」に沿った安全の確保について改めて検討していく必要がありそうです。 

結びに、会員企業の皆様には今後とも一層のご協力とご指導を賜りますようお願い申し上げま

して、着任にあたってのご挨拶とさせていただきます。 

 

 

 

「 アフターコロナと職場の安全 」 

      王子労働基準協会支部 安全部会長 岡本 諭 
          （株式会社リーブルテック） 

 

 

巻頭言  
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             監 督 署 だ よ り   
 

  Ⅰ 東京都最低賃金は１０月１日から時間額１，０４１円に！ 

東京都最低賃金（地域別最低賃金）は、本年１０月１日から、２８円アップして時間額１，０

４１円に改正されました。 

最低賃金は、正社員、契約社員、パート、アルバイト、嘱託といった雇用形態や呼称に関わら

ず、全ての労働者に適用されます。 

 

（東京都最低賃金に関する参考事項） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・最低賃金額との比較に当たって、次の賃金は算入しません。 

①臨時に支払われる賃金（結婚手当など） 

②1か月を超える期間ごとに支払われる賃金（賞与など） 

③所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金（時間外割増賃金など） 

④所定労働日以外の日に支払われる賃金（休日割増賃金など） 

⑤午後 10 時から午前 5 時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間

の賃金の計算額を超える部分（深夜割増賃金など） 

⑥精皆勤手当、通勤手当及び家族手当 

 

 

 

 

 

 

(１) 時間給の場合 

時間給≧最低賃金額（時間額） 

(２) 日給の場合 

日給÷１日の平均所定労働時間≧最低賃金額（時間額１，０４１円） 

(３) 月給の場合 

月給÷１か月の平均所定労働時間≧最低賃金額（時間額１，０４１

円） 

(４) 出来高給の場合 

賃金算定期間の出来高制の賃金総額÷当該賃金算定期間の総労働時

間≧最低賃金額（時間額１，０４１円） 

(５) 上記(１)～(４)が組み合わさっている場合 

(１)～(４)の計算で出した時間額の合計≧最低賃金額（時間額 

１，０４１円） 
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Ⅲ 11月は労働保険未手続事業一掃強化期間です。労働保険 
の加入義務をご確認の上，まずは，最寄りの都道府県労働局， 
労働基準監督署，公共職業安定所（ハローワーク）にご相談ください。 
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ハローワーク王子だより 

 

オンライン求人申し込みのご案内 

ハローワーク王子では、待ち時間の縮減や非接触による感染症対策の徹底を目的に、オンライン求人申し込み

の利用を推奨しています。 

  オンライン求人の申し込みには、事業所登録のうえ、求人者マイページの開設が必要となります。 

 事業所登録済みの場合に改めて事業所登録をする必要はありませんが、内容の確認や不足情報の把握などさせ

ていただく場合があります。 

 求人者マイページは、求人サービスをオンライン上で受けられる事業者向けの専用ページで、ハローワークイ

ンターネットサービスから、オンライン上で開設できます。 

 

求人者マイページの新しい機能 

ハローワークインターネットサービスの機能が９月２１日より拡充され、ハローワークが運営する「ハローワ

ークインターネットサービス」の機能で、オンラインによる職業紹介が行えるようになりました。 

従前のとおり、ハローワークの職員から求人者に対し電話で応募が可能か確認のうえ、求職者に紹介状を交付

し、求職者が応募書類とともに紹介状を求人者に郵送等で提出する応募方法は継続されますが、その他に「オン

ラインハローワーク紹介」、「オンライン自主応募」の機能が加わりました。 

 

オンラインハローワーク紹介 

 オンラインハローワーク紹介を受けるためには、求人者と求職者がそれぞれマイページを開設している必要が

あり、以下の流れで紹介します。 

① ハローワークの職員から求人者に対し、電話で応募が可能か確認します。 

② 求職者マイページからハローワークの職員がオンライン上で紹介します。 

③ 求職者は、志望動機を入力し、履歴書・職務経歴書等を添付のうえ求人者マイページに送信し、オンライ

ン上で応募（紹介状は自動送信）します。（紹介後、求職者が応募しない場合あり） 

④ 求人者は、求人者マイページのメッセージ機能で、応募者と面接日時の調整をして選考を行います。 

⑤ 求人者マイページから応募者・ハローワークに選考結果を連絡します。 

 

オンライン自主応募 

 オンライン自主応募は、求職者がハローワークを介さずにマイページを通じて直接応募することをいいます。 

ハローワークを介さずに求職者が自主的に求職活動を行った応募のため、トラブル等は、当事者同士で対応する

こととなります。 

 また、ハローワークを介さないことから職業紹介に当たらないため、「ハローワーク等の職業紹介を要件」とす

る各種助成金や再就職手当等の対象とはなりません。 

 

求人申込窓口の受付時間の変更 

 オンライン求人申込を１６時以降に集中的に処理することとなり、９月１日より、ハローワークの求人窓口の

受付時間は８：３０～１６：００となりました。 
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                会 員 事 業 場 紹 介       

事業場名  中外製薬株式会社 浮間事業所    

所 在 地  東京都北区浮間五丁目 5 番 1 号 

事業内容   医薬品の研究開発，製造 

従業員数  約 1300 名 

       

会社沿革 

中外製薬は、関東大震災での医薬品不足の惨状を目の 

当たりにし、「世の中の役に立つくすりをつくる」という 

使命感を抱き、「中外新薬商会」として 1925 年に創業を 

開始しました。その後、1943 年に「中外製薬株式会社」 

に社名変更、2002 年にロシュ社と戦略的アライアンスを 

スタートし、ロシュ・グループの一員となりました。 

「革新的な医薬品とサービスの提供を通じて新しい価 

値を創造し、世界の医療と人々の健康に貢献する」とい 

う企業理念に基づき、浮間事業所では医薬品の研究開発 

と製造を担い、活動しています。これからも、イノベーシ 

ョンの創出と、地球環境や人権などへの取り組みを通じ 

た社会課題の解決によって持続可能な社会の実現に貢献 

していきたいと考えております。                  現在の浮間事業所 

 

安全衛生の取り組み 

  中外製薬では、社員一人ひとりが心身ともに健康で元気に、そして働きがいとやりがいを持って仕事 

に取り組める環境こそ成長の基盤ととらえ、「個人の健康」と「組織の健康」を同時に追求するという健 

康経営に注力しています。また、環境保護も重視しており、環境保全と労働安全衛生を一体化した、EHS

（環境、健康・衛生、安全）マネジメント体制のもと、取り組みを進めています。 

革新的な医薬品を創出するためには、危険性・有害性未知の物質を扱うことも多く、社員の安全確保が 

極めて重要であるととらえています。安全衛生に関わる法令だけではなく、自主的な会社ルールを策定 

し、物質の安全な取り扱いができるよう、PDCAサイクルを回しています。 

最近では、事業所内全面禁煙，メンタルヘルスケアの強化，新型コロナウイルス感染防止策を講じ、個 

人と組織両面での健康施策を展開中です。 

 

1960 年頃の浮間事業所 
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       協会だより ８月～１０月の主な事業活動 

８月                    

◆ ８・ ５ 会報第２４５号発行          

                                                                                 

◆ ９・２６ 令和２年度 安全・衛生合同部会 

       （王子北とぴあ ８０２会議室） 

９月 
 

◆ ９・ ９ 第７２回労働衛生週間説明会（中止） 

       （王子北とぴあ つつじホール） 

◆ ９・１７ 会報第２４６号編集会議 

       （王子労働基準監督署） 

 １０月    

 

 編集後記                    

                          

 

東京に新型コロナウィルスによる緊急事態宣言が最初に発令されて 1 年 8 月間、発令と解除が繰り返さ

れ会員の皆様におかれましても様々なご苦労続いていると拝察いたします。 

前回 240 号で編集後記を書いたのが 2020 年 5 月、最初の緊急事態中でコロナの脅威が認識されてきた時

で皆様が(本当に)自粛して街中から人や車が減っていくのを実感しましたがこう長くなると、いつのまにか

人流は戻り「緊急事態宣言中」なの?。 

外食、スポーツ観戦、会議、研修会と人の集まることは自粛が続き交流が減り、外部からの情報が入りに

くくなっています。スマホやパソコン、ZOOM 会議と情報交換や連絡はとれても実感が薄いのです(古い人

間なのです) 

コロナ禍にあって行政と企業の橋渡しを業としている私にとって、各行政に提出する書類に印鑑が原則

廃止(押さなくてもいいではないのです)は非常に大きな変化です。 

法人の企業㊞のみならず個人の㊞も記名、ゴム印、パソコン印刷に係らず不要です、さらには書類の確認

である士業の㊞も不要となってきています。企業と従業員との協定書を作成してパソコンで出力すると、企

業、労働者代表、立会人と記載されているものの何時誰が作成して本当に双方が確認合意したものなのか不

明で、協定自体有効なのか不安になることもあります、まして第 3 者はどうやって確認するのでしょう。現

実、会社が知らないうちに(会社に届け出せず)住所氏名を変更し、会社に保険証が送られてきて「この人だ

れ」が多発しています、退職届を提出しないまま、従業員が社会保険を喪失していたこともあります。 

助成金申請においても作成・提出代行者として税理士や社会保険労務士の記名・職㊞があれば行政での書

類の流れがスムーズと言われてますが、今は行政のフォーマットをダウンロードして事務所名を入力すれ

ば通用してしまいます、危険です。今後問題・トラブルに発生しないことを祈ります。 

前回同様、コロナが明けたらパーとやりたいと言いたいですが、10 月 1 日緊急事態が解除されてもコロ

ナが消えるわけではありません、皆様十分に注意を継続しましょう。 

 

 

総務部会 幹事 市川 俊秀 

 （市川綜合経営労務事務所） 

 

〇令和３年度安全衛生表彰式のお知らせ 

日 時 令和３年１１月１６日  

午後２時００分～ 

場 所 王子北とぴあ 第１研修室 

    （１）表彰式 

    （２）特別講演会 

    

◆ １０・１９ 第２回正副支部長会議・幹事会 

      （王子北とぴあ スカイホール） 

◆ １０・２７～２９ 全国産業安全衛生大会 ２０２１ 

        IN 東京 （東京国際フォーラム） 
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